
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1１/2５（火）開催 『税制改正に対応！年収の壁を乗り越える最新対策セミナー』 受講申込書 

 会津若松商工会議所 行 ⇒ FAX：0242-27-1207             （申込日：令和 7年       月      日） 

事 業 所 名  Ｔ Ｅ Ｌ  

所 在 地  F A X  

受 講 者 名 (複数のご参加可能) 

※ご記入頂いた情報は本セミナーに関する運営のみに利用し、取扱いにつきましては個人情報保護法に則り、厳重に管理致します。 

・年収の壁とは (106万円・130万円・160万円等) 

・税金の壁と社会保険の壁、 
各々の特徴および影響の違い 

・年収の壁関連改革の最新動向 
特定親族特別控除の創設、年金制度改正ほか 

・政府による対策の内容 
キャリアアップ助成金の新コース、活用事例ほか 

・企業の実務対応 
パート従業員の雇用で取り得る 

選択のポイント、その他助成金の利用法など 

※法改正の状況により、講座内容を変更する場合があります。 

今、様々なメディアで話題となっている「年収の壁」。106 万、130 万 160 万等、パート社員の年収に関する問題で、最
低賃金を上げても配偶者との扶養関係を維持するために多くのパート社員が労働時間の調整を行っている現状がありま
す。２０２５年度の税制改正に盛り込まれた“年収の壁”の引き上げや、社会保険関連の壁にまつわる制度変更など、最新

動向の確認とともに、政府が推進している対策の内容と企業の実務対応についてわかりやすく解説します。 

〈講師プロフィール〉 

飯田
い い だ

 吉
よ し

宏
ひ ろ

 氏 

・孚(まこと)事務所 株式会社 

代表取締役 

・社会保険労務士 
大学卒業後、２０代後半まで呉服流通チェーン、中小法人向 
けノンバンクに勤務。在職時に体験した職場のトラブルをきっか 

けに労働法や人事領域の問題に関心を持ち、２０００年に社労 
士資格を取得。２００４年に独立起業し、社員数５名のリフォーム 
業から１００名の外資系医療機器メーカーまで、１５業態以上の 

労務管理指導、相談業務を経験する。現在は、人事労務の知 
見に東洋哲学におけるリーダーシップやコミュニケーション、人 
間学の視点を取り入れた経営支援を軸とし、人材育成・組織活 

性の支援、労務に関わる諸課題の解決に取り組んでいる。近年 
は商工会議所や法人会をはじめ、上場企業、社労士支援組織、 
公立高校などでセミナー・研修講師も務めている。 

 
令和７年 

１１月２５日(火) 

１３:３0～16：00 

〈主催〉 会津若松商工会議所 

◆会場 会津若松商工会議所 
(会津若松市南千石町 6-5) 

◆受講料 無料 (会員・非会員 問わず)   ◆定員20名 (先着順) 
 
<お申し込み方法> 

 下記申込欄に必要事項をご記入いただき、 

ＦＡＸにてお申し込みください。 

お問い合わせ  会津若松商工会議所 

TEL：0242-27-1212 


